
【令和７年 第１２回大山町教育委員会 議事録】

日時 ：令和７年１１月２６日（水）午後１時３０分～

場所 ：名和公民館 第１会議室

出席委員 ：門脇明子、向陽寛孝、山本健一、山洋美

欠席委員 ：

教育長 ：鷲見寛幸

その他の出席者：教育次長（浦木）、社会教育課長（西尾）、

幼児･学校教育課参事（鷲見）、幼児･学校教育課長補佐（学校教育担

当(中井））幼児・学校教育課長補佐（幼児教育担当(加藤））、

参観人 ：０人

日 程

１．開会宣言

教育長

ただいまから第１２回大山町教育委員会を開会します。日程については、配布資料の

とおりです。

２．議事日程の報告

教育長

会議時間については、午後１時３０分から終了目標を午後２時３０分とします。

日程第１

会議時間の決定

自 午後１時３０分 至 午後２時３０分

日程第２

教育長報告並びに連絡事項

教育長

インフルエンザが流行っていて、今日は大山西小学校が学校閉鎖をしています。大山

中学校の１年生は今週は、学年閉鎖です。他の学校は、ほとんど出ていません。保育園

は大山きゃらぼくが年長を中心に流行っています。



１日、各中学校文化祭が行われました。

２日、門脇家住宅の一般公開が行われました。

３日、テメキュラ激励会が行われました。

４日、大山保育所古道ウオークがあり、他の保育園の先生も参加され、合同研修会のよ

うな形で行いました。

７日、大山西小学校研究会が行われ西伯郡、日野郡の先生方が集まりました。立派な研

究大会でした。

８日、大山町合併 20 周年記念式典が行われました。

１６日、大山町駅伝大会が行われました。

２０日、大山保育所で英語とお茶の活動が行われました。

日程第 ３ 議案第 １ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について）

教育長

議案第 １ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について）事務局より説明をお願いしま

す。

社会教育課長

これまで、総合教育会議等々で意見調整されてきました、社会教育から図書館、国際

交流に関する事業を、町長部局のまちづくり課に移管するということの意見の到達を見

たということで、12 月の定例会議に機構改革に伴う関係条例の整備ということで条例

の提案がございます。その前段で、関係条例等の整備に関する条例を町長部局、町長が

提案することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、意

見を求めるという議案です。内容は、まちづくり課の分掌事務について、公民館とある

ものに「及び図書館」を付け加えます。また、「国際交流に関すること」を付け加えま

す。図書館の条例につきましては、「教育委員会規則で定める」とありましたが、「規則

で定める」とします。また、第 3条に図書館条例の付け加えをします。そして、第 4条

になりますが、図書館の正職員が 1人と、過去に町長部局から国際交流が移管したとき

に職員が 1名増加になっておりますので、これが移管によって元に戻るということで、

合計 2名の職員の数について定数条例の変更をしています。

教育長

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。



委員

町長部局が 2名増えるのに対して、教育委員会は 2名減るということですが、この 2

名が町長部局に行かれるんですね。

社会教育課長

先ほども申しましたけれど、1名は図書館の職員、もう 1名は国際交流を担うために、

過去に 1名が教育委員会に増員になっていたものを返すということでマイナス 1、合計

マイナス 2になります。

委員

わかりました。

教育長

今回、図書館と国際交流が町長部局に移管するということで、それに伴う人事変更で

す。その他よろしいでしょうか。

全委員

了承。

日程第 ４ 議案第 ２ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（令和７年度大山町一般会計補正予算（第８号）教育委員会所管の予算）

教育長

議案第 ２ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（令和７年度大山町一般会計補正予算（第８号）教育委員会所管の予算）について事務

局より説明をお願いします。

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

今回の補正予算第 8号については、国において人事院勧告がありましたので、大山町

においても一般職等の給与などについて改定を行う予定にしております。11 月 28 日の

臨時議会で審議をされますけども、それについての議案を今日お諮りをさせていただき

たいと思います。まず、幼児学校教育課です。歳入については補正はございません。児

童福祉総務費 57 万 9,000 円、これにつきましては会計年度任用職員の報酬等を増額さ

せていただくものです。事務局費一般について 90 万 2,000 円、これについては正職員、



また、会計年度任用職員の給料等について増額をさせていただくものです。教育支援セ

ンターについては、会計年度任用職員がおりますので、報酬等 60 万 2,000 円増額をさ

せていただきます。学校管理費、事務局費の小学校費です。学校に配置しています会計

年度任用職員の報酬についても上がりますので、683万 8,000 円を増額をさせていただ

きたいと思います。学校管理費中学校費についても 34 万 5,000 円、こちらも増額をさ

せていただきたいと思います。中山みどりの森保育園です。保育所管理費、管理事務で

207 万 7,000 円。これは一般職の給料等について増額をさせていただきます。中山みど

りの森保育園 198 万 3,000 円。こちらについては会計年度任用職員の報酬等について増

額をするものです。名和さくらの丘保育園です。保育所管理事務、142 万 5,000 円の増

額。これは一般職の給料等の増額になります。名和さくらの丘保育園 350 万 2,000 円。

これについては会計年度任用職員の給料等の増額になります。大山地区保育所です。ま

ず、保育所管理費、管理事務で 190 万円。これについては一般職給料等の増額となりま

す。大山保育所 55 万 3,000 円。これについては会計年度任用職員の給料等の増額とな

ります。大山きゃらぼく保育園 347 万 3,000 円。これについては会計年度任用職員の報

酬、給料等の増額となります。大山ひめぼたる保育園 204 万 6,000 円。これについては

会計年度任用職員の報酬、給料等の増額となります。最後に学校給食センターです。学

校給食センター大山ということで、12 万 2,000 円の補正です。これについては一般職

の給料等について補正をさせていただくものです。

社会教育課長

社会教育総務費一般ということで、歳入はありませんが、歳出で 154 万 8,000 円増額

させていただきます。これにつきましては、一般職と再任用職員の給料等の増額分でご

ざいます。続きまして、図書館です。歳入はなしです。歳出ですが、図書館費として 125

万 8,000 円の増額です。一般職と会計年度任用職員の報酬、給与等の増額の部分の改正

になります。続きまして、図書館名和分館費ですが、これにつきましては会計年度任用

職員の報酬、給料等の増額の部分です。合わせまして 46 万 2,000 円の増です。図書館

大山分館ですが、会計年度任用職員の報酬、給料等の増額ということで、46 万 5,000 円

の増です。

教育長

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。

全委員

了承。



日程第 ５ 議案第 ３ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（令和７年度大山町一般会計補正予算（第９号）教育委員会所管の予算）

教育長

議案第 ３ 号 議会の議決を経るべき事件の議案について

（令和７年度大山町一般会計補正予算（第９号）教育委員会所管の予算）について事務

局より説明をお願いします。

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

一般会計補正予算第 9 号教育委員会所管の予算について、説明をさせていただきま

す。この 9号予算については、12 月 1日から始まる 12 月定例議会へ上程する議案であ

ります。幼児学校教育課の歳入です。国庫支出金で保育対策総合支援事業費補助金を

184 万 8,000 円増額をさせていただきます。県支出金として、保育所対策総合支援事業

費補助金を 284万 8000 円の増額。スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金を 112

万 8,000 円の減額をさせていただきます。鳥取県不登校児童生徒支援事業費補助金とし

て 20 万 1,000 円を増額をさせていただきます。合計 192 万 1,000 円の増額補正として

おります。続いて歳出です。教育委員会一般 31 万 2,000 円の減額、これにつきまして

は、教育委員さん方の費用弁償が今年度廃止になりましたので、その分を減額するもの

であります。教育振興費、一般 60 万 5,000 円の増。これにつきましては、フリースク

ールの利用者の増加に伴いまして、補助金を増額するものであります。スクールソーシ

ャルワーカー等活用事業 34 万 9,000 円。こちらについては、会計年度任用職員の報酬

37 万 3,000 円と、労災保険料の事業費が確定しましたので 2 万 4,000 円を減額するも

のであります。教育支援センター費一般です。3万 1,000 円の減額。これについては労

災保険料の減です。学校管理費、事務局費、小学校費です。1万 5,000 円の減額、同じ

く労災保険料の減額です。学校管理費、事務局費の中学校費です。17 万 2,000 円の減

額。内訳としましては労災保険料 6万 2,000 円の減額と、鳥取県町村総合事務組合学校

医等公務災害補償事務負担金というものがございますけども、支出科目の誤りがありま

したので、11万円不用となり減額をさせていただくものです。最後に、青少年育成とい

うことで 23 万 6,000 円の減額、これは中学校、小学校において、劇や音楽の講演をし

ていただいておりますが、今年度の事業が全て終了となりましたので、23 万 6,000 円

を事業費の確定ということで減額させていただくものです。小学校の学校管理費です。

260 万 7,000 円の増額。大山西小学校の燃料費 15万円、中山小学校の光熱水費 90 万円

と、大山西小学校の光熱水費 54 万円。学校修繕料として、名和小学校の一般修繕で 5

万 3,000 円。学校修繕料として大山小学校 81 万 9,000 円。これにつきまして音楽室の

ドア修繕とエレベーター部品の取り替えを行わせていただきたいと思います。施設備品、

大山小学校として 14 万 5,000 円。これは、支援学級用のフリー棚の購入をさせていた



だきたいと思います。歳出です。中学校の学校管理費で 455 万 3,000 円の補正をしてお

ります。名和中学校、大山中学校ともに消耗品として 15 万円を上げております。これ

はトイレの改修工事を行った関係で、新しく清掃用品を更新しなければいけませんので、

それぞれ 15 万円を計上させていただいております。学校修繕料は名和中学校 8万円、

これは通常の一般の修繕費であります。通信運搬費名和中学校 2万 8,000 円、手数料が

大山中学校 59 万 4,000 円、これについては、プール横の樹木が伸びて伐採をする必要

がありますので、59 万 4,000 円伐採費用を計上させていただいております。名和中学

校管理棟の揚水ポンプ取り替え工事 345 万 3,000 円。ポンプの故障、不具合によりまし

て修繕が必要となったものであります。施設備品で中学校 9万 8,000 円。これは、生徒

用の机と椅子を 3セット購入させていただく予定としております。債務負担行為という

ことで 2件上げさせていただいております。こちらについては、令和 8年度事業となり

ますが、今年度から来年度に向けて募集や、生徒さんの選考等を始めないといけません

ので、この 12 月議会において債務負担を設定させていただくものであります。予算に

ついては令和 8年度当初予算で計上させていただく予定としております。

まずテメキュラ市交流事業補助金ということで、500万円設定をさせていただきたいと

思います。続いて短期英語留学プログラム事業補助金、ハワイ留学の事業です。これに

ついては 800 万円を債務負担として計上させていただきたいと思います。

幼児･学校教育課長補佐（幼児教育担当）

保育園関係の支出について説明申し上げます。保育園はどの保育園も歳入がありませ

ん。中山みどりの森保育園ですけれども、会計年度任用職員報酬が 137 万 5,000 円。互

助会負担金が 1万円。旅費が 14 万円。保育所修繕料としまして 31万 6,000 円でござい

ます。会計年度職員報酬については、当初予算から現在の実績に応じて補正をするもの

です。また、修繕についてはエアコンのリモコンが反応しなくなったことと、園庭の浮

山の土が流れて土管が出てしまっています。遊具の安全点検において、指摘を受けたこ

とから今回、修繕をするものです。続いて、名和さくらの丘保育園です。こちらは消耗

品費が 7万 5,000 円。こちらは消火器が有効期限を過ぎているということで消火器 8本

を購入するものです。大山地区保育所です。大山保育所では、共済組合負担金が 12 万

円の減。社会保険料 44 万 8,000 円の減です。これは年間の見通しが立ったことにより、

今回減額するものです。大山きゃらぼく保育園ですが、会計年度任用職員報酬が 74 万

1,000 円の増。通勤手当が 9万 5,000 円の増。共済組合負担金が 113 万 7,000 円の増。

社会保険料は 56 万 2,000 円減となっております。自動車借上料 32 万 4,000 円、これ

は、お別れ遠足の際に使いますバス借上料です。当初 6月の肉付け予算に計上すべきも

のであったところ、漏れていたということで今回計上するものです。大山ひめぼたる保

育園についてです。会計年度任用職員報酬が 131 万 5,000 円の増。共済組合負担金が 17



万 7,000 円の増。社会保険料が 10 万 7,000 円の増となっております。

社会教育課長

社会教育課になります。社会教育総務費について、歳入はございません。歳出は燃料

費 1万 7,000 円の増額としております。昨年度まで、青色防犯パトロールに使っており

ました公用車が総務課の管理でしたが廃車になり、今年度は社会教育課に新しく入れた

公用車を青色防犯パトロールの車両として登録し、今現在防犯パトロールを行っており

ます。その関係で燃料費が 1万 7,000 円程度の不足が見込まれるということで、増額し

ています。続きまして図書館です。キュービクル更新工事ということで、予算を６月定

例会で組んでおりましたが、今年度は、出来なくなったということから減額を行うもの

です。歳入につきましては、過疎債事業の部分の 970 万を見込んでおりましたが、これ

を全額補正減しています。そして歳出ですけども、図書館キュービクル更新事業として

見込んでおりました 976 万 8,000 円を全て減額するものです。なお、減額してどうする

かということなんですけども、今回、入札を中止しまして、キュービクル工事を行いま

せんが、その理由につきましては、予定しておりましたキュービクルの中に使われる変

圧器が、令和 8年度から省エネの新基準に切り替わるということがございまして、これ

が今製造中止で在庫販売のみになっております。9月までだと、その分でいけるという

お話でしたが、新しい変圧器になると大きさも金額も跳ね上がるということと、それを

使うことによって関係部品が全て新しいものになるため金額が跳ね上がるということ、

キュービクルの箱自体も大きくなるということで倍近い金額に変わります。また、新し

いキュービクルが令和 8年 5 月にならないと入ってこないという見込みですので、今

回、補正で繰越しをするよりは、令和 8年度に改めて事業に向かうということになりま

したので、今回、全額を落とさせていただきました。

教育長

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。

委員

大山ひめぼたる保育園の会計年度任用職員報酬が 131 万 5,000 円ということで、他の

保育園と比較して、規模の割には金額が多いという印象を受けましたが、時間外勤務が

増えたとか人が増えたということはありますか。

幼児･学校教育課長補佐（幼児教育担当）

保育所の人員配置は、大きく変わることはないところではありますが、今年度につい

ては、当初よりも入所される方が年度途中でも増えたということは確かにございます。

その辺りのことも関係いたしまして、決算見込みが寄り添うということになります。



委員

ありがとうございます。

教育長

その他、ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

全委員

承認。

日程第 ６ 議案第 ４ 号 令和７年度教育施設等工事計画の策定について

教育長

議案第 ４ 号 令和７年度教育施設等工事計画の策定について事務局より説明をお

願いします。

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

令和７年度の教育施設等工事計画の策定についてです。1件 100 万円以上の工事につ

いては計画を策定することとなっておりますので、今回お諮りするものです。内容とし

ましては、先ほどの補正予算で承認いただきました名和中学校の管理棟、揚水ポンプの

取り替え工事であります。絶縁不良となって吸い上げ等うまくできなくなってまいりま

したので、今回取り替えを行うものです。事業費につきましては、345 万 3,000 円、工

事請負費も同額であります。以上です。

教育長

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。

全委員

了承。

３．その他

・統合給食センターの整備について

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

この件につきましては、今日は委員の皆さんと情報を共有させていただくということ



で、より詳しいことについては、これから予算なり計画等をまたお諮りさせていただき

たいと思いますので、今日は概要のみ説明をさせていただきたいと思います。現状、大

山町の給食センターについては名和中学校給食センターと大山学校給食センター、中山

小学校、中山中学校にそれぞれ給食室があり 4つの調理施設を有しております。この中

で、施設本体の老朽化、機器の老朽化、調理員の確保の困難ですとか、様々な課題が生

じてきておりますので、今後、学校給食センターを早めに統合していく必要があるので

はないかということで現在協議をしているところであります。統合を行っていくと年間

のランニングコストの削減が見込めることや、調理器具の更新経費の削減、調理員の確

保が図られるのではないかと考えているところです。デメリットとして、学校への配送

距離が延びるというようなところが懸念されるところでありますけども、築年数の比較

的新しい大山学校給食センターへの改築統合等々を視野に入れながら、令和 10 年の 4

月にスタートが切れるような日程で、いろいろな施設改修の設計や協議を進めていこう

と思っているところですので、今日につきましては、概略のみ把握していただけたらと

思います。以上です。

教育長

今後もその都度、説明をさせていただきますが、今の時点で何か質問があればお願い

します。

委員

給食は温かいものをサービスするというのが 1番大事だと思います。中山のように調

理室があってすぐに出せるような事が理想的だと思います。

教育長

温かさはどうなんですか。

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

今検討しているのが、資料には 4調理施設を 1調理施設と書いてありますけども、こ

れありきではありません。中山が小･中共に給食室を有していますが、できれば続けて

ほしいという意見等もいただいているところであります。そこも検討しながらというこ

とになっていくのではないかなと思います。時間等については、9号線を通って運搬を

していくという格好になろうと思いますので、それなりの時間がかかってくるものだと

は思いますけども、そういったものも含めて、どういう形が望ましいかというのをこれ

から検討させていただきたいと思います。

教育長



確かに山陰道は、よく止まることがあります。

委員

大山学校給食センターから中山まで車で 20 分ぐらいですね。大山小までは 8分ぐら

いです。

幼児学校教育課参事

米子もそうですけが、作ってから運ぶまでの時間というのがどうしても生じて、そこ

が給食温度の関係の難しいところです。出来て 20 分で食べる時間ではないので、その

辺が課題だとは聞いています。その辺の指導等々を考えていることが求められてくると

思います。

教育長

他に、何か気になるような点があればお願いします。

委員

中山小給食室は大分痛んでいるという話は前々から聞いていましたので、今回しっか

り整備していただいて、働いておられる方にも児童にとっても、綺麗なところでしっか

り作っていただくほうが良いと思います。しっかり検討していただければと思います。

教育長

また、いろいろな意見を聞いて、メリット・デメリットを考えながら一番良い方法を

取っていきたいと考えています。

・大山町人権同和教育推進協議会会員（兼行政部会会員）の募集について

総合福祉課参事

大山町人権同和教育推進協議会会員（兼行政部会会員）の募集ということで、教育委

員さんには、昔からずっと同推協の行政部会の会員さんとして活動をしていただいたと

ころでありますが、任期の交代の確認の作業をおろそかにしていた部分があり、改めて、

加入会員さんの確認作業をしております。今回、教育委員の皆さんに同推教兼行政部会

会員に入っていただきたいと思いお話をさせていただいたところです。

委員

教育委員として入ったらいいですか。



総合福祉課参事

そうです。入っていただけると、とても喜びます。

委員

会合に出れる出れないは、個人的なものになりますが、教育委員としては入っておい

たほうが良いと思います。

教育長

今までは自動で入っていたんですか。

総合福祉課参事

今までは、当たり前のように入っていただいて、人が変わられても説明もなしに入っ

ていただいていましたが、確認が必要だと思いますので今回お話をさせていただくこと

になりました。

委員

私は参加します。昔は自動的に入っていたんですね。

総合福祉課参事

今後は、任期の交代時期に説明をさせていただきたいと思います。

教育長

活動の案内はどういった方法でされますか。

総合福祉課参事

個別にご案内させていただきます。

教育長

全員が入るということでよろしいですか。

全委員

了承。

教育長

全員加入ということでよろしくお願いいたします。



総合福祉課参事

ありがとうございました。

・成人式のご案内を配らしていただいています。

幼児･学校教育課長補佐（学校教育担当）

社会教育課から成人式の御案内を配らせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。

・赤松体育館等について

社会教育課長

社会体育施設で旧学校施設、赤松体育館や庄内体育館ですけども、条例廃止云々とか

いう手続で使わないということよりも、以前からお話ししていますが、照明がＬＥＤで

ないと交換できない状態になってきております。場合によっては、お諮りするよりも前

に、使用場所を既存の学校の体育館に変更していただくような動きというのを進めてい

く必要が急に生じる場合もございます。急にそういった話になるこもあるということを

御了承いただければと思います。

・特認校制度について

教育長

先日、総合教育会議でも議題にありました大山小学校の小規模特認校制度ですが、総

合教育会議では、来年度から始めたいと話しておりましたが、来年 4月からというのは

見送りということにしました。教育委員会として理由は 2つあります。まずは、12 月

を募集開始にしていましたが、それでは余りにも募集期間まで日にちがない。できれば

募集開始前に、体験、学校見学、保護者説明を行いたかったのですが、あまりにも時間

的な余裕がないこと。もうひとつは、町長さんも懸念しておられた、学校の魅力化につ

いてです。中途半端に学校の魅力を出していたのではインパクトが届きにくい。12 月

15 日、高梁市に 5～6年前から特認校制度を行っている先進的な学校があり、その学校

で授業を見学して説明をしていただき、我々も学びながら準備をしっかりしてから、向

かったほうがいいんじゃないかと教育委員会でも話をしました。今まで、大山小学校の

教職員、大山小学校のコミュニティースクールの委員、まちづくり大山の委員に説明を

して、いろいろな意見をいただいています。まちづくり大山の皆さんからは、地域から

医療や学校がなくなると地域が衰退していく。学校、教育委員会だけではなく、地域で

もっと盛り上げていきたいという力強いお言葉をいただきました。学校、地域、保護者、

子どもが一緒になって大山小学校の魅力アップを図っていきたいと思います。経過につ

いては教育委員会の中で報告させていただきたいと思います。大まかなスケジュール感

としましては、来年の 2月に大山小学校保護者説明をし、できれば春に決定をし夏に発



表をする。秋から見学を進めて冬に募集開始というようなスケジュール感を持っていま

す。じっくりと準備を進めていくというところでございます。

４．次回の開催日程

令和７年１２月２４日 午前９時３０分

閉会宣言

午後２時５０分


